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議案第１７号 

小田原市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

小田原市病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年小田原市条例第５９号）の一部

を次のように改正する。 

第４条第３項第２１号を次のように改める。 

(21) 耳鼻咽喉科・頭頸
けい

部外科 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

令和 ４ 年 ２ 月１６日提出 

 

小田原市長 守 屋 輝 彦       

 

（理由） 

 市立病院の耳鼻咽喉科において頭頸
けい

部外科の診療を行うことを診療科目として明示す

るため提案するものであります。 

 


